
   船橋市高額介護予防サービス費相当事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、船橋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱（以下

「実施要綱」という。）第９条第２項に規定する高額介護予防サービス費相当事業費（以

下「高額介護予防サービス費相当事業費」という。）の支給に関し、地域支援事業実施要

綱（平成１８年厚生労働省老健局長通知老発第０６０９００１号別紙）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （支給要件等） 

第２条 高額介護予防サービス費相当事業費の支給要件、支給額その他高額介護予防サー

ビス費相当事業費に関して必要な事項は、この要綱に定めるものを除き、介護保険法施

行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施行令」という。）第２９条の２の２の規定を

準用する。 

 （支給額の算出方法） 

第３条 高額介護予防サービス費相当事業費の支給額は、介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）第５１条に規定する高額介護サービス費及び法第６１条に

規定する高額介護予防サービス費（以下「高額介護サービス費等」という。）の世帯合算

額を、実施要綱第２条に規定する第１号訪問事業及び第１号通所事業の利用を法第８条

の２第１項に規定する介護予防サービスの利用とみなして得られる高額介護サービス費

等の世帯合算額から減じて得た額とする。 

 （支給申請） 

第４条 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する居宅要支援被保険者等は、高額介護

予防サービス費相当事業費の支給を受けようとするときは、高額介護予防サービス費相

当事業費支給申請書により、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決

定し、その旨を高額介護予防サービス費相当事業費支給（不支給）決定通知書により、

当該申請をした者に通知する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年２月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（平成２９年８月１日から平成３２年７月３１日までの間に受けた第１号訪問事業等に

係る高額介護予防サービス費相当事業費の特例） 

２ 平成２９年８月１日から平成３２年７月３１日までの間において法第１１５条の４５

第１項第１号に規定する居宅要支援被保険者等が受けた実施要綱第２条に規定する第１

号訪問事業及び第１号通所事業の利用に係る高額介護予防サービス費相当事業費の特例

については、施行令附則第２２条に規定する高額介護予防サービス費の特例及びこれに

係る介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。）附則第３７条から第４１条ま

での規定に準ずるものとし、その場合の高額介護予防サービス費相当事業費の支給額の

算出方法は、第３条によるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年５月１９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

 


